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秋葉
あ き ば

寛子
ひ ろ こ

さん

自分の気持ちを素直に
相手に伝えられる大人に
なりたいです。

岩崎
いわ さ き

典子
の り こ

さん

自立した、しっかりと
した女性になりたいです。

齋藤
さい と う

裕隆
ひろ た か

さん

今出来る事を精一杯や
り、人の為に何か出来る
人でありたいです。

岩上
いわ か み

友加理
ゆ か り

さん

魅力的で、美しい生き
方をする女性になりたい
です££

野本
の も と

敦子
あ つ こ

さん

世界中のみんながしあ
わせに暮らせる世の中を
創るどー。

松本
まつ も と

幸
みゆき

さん

日本に貢献できるデッ
カイ大人を目指します！

板垣
いた が き

明日香
あ す か

さん

大人の仲間入りをした
ので、自立した女性にな
りたいです。

角谷
す み や

悟
さとる

さん

20歳になり、期待と不
安を感じながら、日々成
長！

勝瑞
しょうずい

恵
めぐみ

さん

いつも笑顔でいられる
人になりたいです。

大人の
仲間入り
大人の
仲間入り

～第51回
白岡町成人式～

「20歳の
抱負」

１月10日、南中学校体育館において、
第51回白岡町成人式が行われ、615名が
新たに大人の仲間入りをしました。当日
は、懐かしい友達とも再会し、笑顔あふ
れる成人式となりました。

式典の実行委員を務
めたかたに、新成人と
しての抱負をうかがい
ました。
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廃棄物の不法投棄を行った場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律」に基づき、５年以下の懲役又は１千万円以下の罰金に処されます。
町では、悪質な不法投棄事件に対しては、警察と協力して調査を行っ
ています。
■あなたの土地が狙われています！
廃棄物の不法投棄は、人家の少ない地域や、住宅地であっても雑草の
繁茂した荒れ地などで多く見受けられます。土地所有者のかたは、柵の
設置や雑草の刈り取りを行うなど、不法投棄の防止対策に努めてくださ
い。
■情報の提供をお願いします
廃棄物の不法投棄の防止には、何よりも住民の皆さんの監視の目が必
要です。このような行為を目撃した場合は、迷わず生活環境課に通報し
てください。

廃棄物の野外焼却は、煙や臭気の発生によって周
りの皆さんに迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシ
ン類の発生の原因となることから、法律などで原則
禁止されています。家庭での安易な焼却は行わず、
燃えるごみとして指定の収集日に出してください。
★農家のかたへお願い
最近、稲ワラなどの焼却による苦情が多く寄せら
れています。農業を営む上での
やむを得ない焼却であっても、
住宅密集地での焼却や、一度に
多量の焼却はやめましょう。
問合せ先 生活環境課
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県では、ＰＣＢ廃棄物を保管している事業者向けに、ＰＣＢ廃棄
物の処理料金や今後のスケジュール等に関する説明会を開催します。
費用 無料
申込方法 事業者名、参加人数、希望会場、連絡先を記載し、それ
ぞれの会場ごとにＦＡＸでお申し込みください。
申込み・問合せ先 県廃棄物指導課 1048（830）3135 5048（830）4778
※会場へは公共交通機関をご利用ください。

日　　時 場　　所 

 2 月 4 日ª  午後 2 時～ 4 時 川越市市民会館 大ホール 

 2 月 7 日∑  午後 2 時～ 4 時 さいたま市民会館 おおみや大ホール 

 2 月10日∫  午後 2 時～ 4 時 春日部市市民文化会館 小ホール　 

 2 月16日π  午前10時～正午 熊谷地方庁舎４階 大会議室 
※ＰＣＢ廃棄物：ポリ塩化ビフェニルのこと。人体に
有害であることから現在は製造・使用が禁止されて
おり、主に変圧器などに使用されている。 

PCB廃棄物保管事業者説明会

差額ベッド代に関する問い合わせや相談の中には、保険医療機
関が患者に請求できないのに請求している場合があります。
これを未然に防ぐために「差額ベッド室（特別療養環境室）」
制度等についてお知らせします。
なお、この内容については、県ホームページなどにも掲載され
ています。
差額ベッド制度とは
入院環境の向上を図り、患者の選択の機会を広げるものとして
認められたもので、料金は医療保険で支払われる入院料とは別に、
患者が負担します。
差額ベッド室の要件は
①病室の病床数は４床以下であること。
②病室の面積は一人あたり6.4平方メートル以上であること。
③病床のプライバシーを確保するための設備があること。
④少なくとも「個人用の私物の収納設備」、「個人用の照明」、
「小机等及びイス」の設備があること。

差額ベッド室への入院には、患者への説明と同意が必要です
病院（診療所）は、差額ベッド室に入院を希望する患者に、差
額ベッド室の設備、構造、料金などについて明確、丁寧に説明し、
患者側の同意を確認した上で入院させなければなりません。
料金を求めてはならない場合があります
①患者側から同意書による同意の確認を行っていない場合（同意
書に室料記載がない、患者側の署名がない等、内容が不十分で
ある場合を含む）

②患者本人の「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場
合

③病棟管理の必要性などから差額ベッド室に入院させた場合であ
って、実質的に患者の選択によらない場合

■相談先
■埼玉県健康福祉部
国保医療課保険医療担当

@048（830）3361
■埼玉社会保険事務局
保険課医療係

@048（823）4701

入院時の特別療養環境の
提供（差額ベッド）に係る
基準について

●病院内の掲示
病院（診療所）は、院内の見
やすい場所、例えば、受付窓口
や待合室等に「差額ベッド室の
各々についてそのベッド数及び
料金」を患者にとって分かりや
すく掲示しなければなりません。
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